
・付記転入届の手続きは、今まで住んでいた市区町村窓口で「付記転出届」が受理され

　ないと付記転入届の手続きはできません。

・新しい住所に住み始めた日から１４日を径過してからは「付記転出・転入」の手続き

　はできません。また、付記転出届に記載する転出予定日から３０日を径過してからの

　付記転入届はできません。通常の転出・転入届をしていただくようになります。

富岡町役場健康福祉課　戸籍係 電話　0240-22-2111（代表）

〒979-1192　福島県双葉郡　富岡町役場戸籍係

〒979-1151　福島県富岡町大字本岡字王塚622-1

　引越しが決まったら、今まで住んでいた市区町村に「付記転出届」を郵送します。

引越しが終わりましたら、新しい住所の市区町村の窓口に住基カードを掲示して、「付

記転入届」の手続きをしてください。

●ご注意・お知らせ

書の交付を受けたうえで、引越し先の市区町村に転入届を行う必要があります。

　住民基本台帳カード（住基カード）をお持ちの方は住基ネットを活用して、引越しの

ときに窓口に行くのを転入時の１回で手続きできます。

●手続き

住民基本台帳カードを使っての転入・転出

（付記転入・付記転出の手続き）

●転入・転出の手続が簡単になります
　引越しをするときには、最初に住んでいる市区町村に転出届の手続を行い、転出証明

・手数料は不要です。

・ご不明な点は、現在お住まいの市町村役場にお問い合わせください。

●送付先・お問い合わせ先

郵便局

メール便等
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富岡町役場健康福祉課　戸籍係 電話　0240-22-2111（代表）
〒979-1192　福島県双葉郡　富岡町役場戸籍係
〒979-1151　福島県富岡町大字本岡字王塚622-1メール便等

ふりがな

氏　名

●お問い合わせ・送付先

年 月
男

女

年 月 日
男

女

日

日年 月
男

女

年 月
男

女

月 日
男

女

日

年

生年月日

●住所が変更になる方のお名前と生年月日、続柄

性別 住民票コード番号

本 籍 地
筆頭者
氏　名

転居先の住所 世帯主
氏　名（新しい住所）

転居前の住所 世帯主
氏　名（古い住所）

日 転出
（予定も含む）

年 月平成

届
出
人

印

電話番号
自宅・携帯・勤務先・その他（　　　　　　　　）

＊日中ご連絡の取れる電話番号をお願いします。

転出者との続柄 　本人・夫・妻・子・孫・父母・祖父母・その他（　　　　　　　　　）

引越をした日

付 記 転 出 届

住民基本台帳カードを利用した転出届です。

転出予定日から１４日以内に転入地の市区町村へ届けてください。１４日を過ぎると無効になります。

郵便局

住民基本台帳カードをお持ちでない方は、利用することはできません。

　　　　　　市区町村長殿


